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(57)【要約】
　内視鏡洗浄作業支援装置１において、操作受付部５０
は、洗浄者による入力を受け付ける。表示制御部１１は
、内視鏡を手洗浄するための手順を工程ごとに表示部３
１に表示するよう制御する。測定部１２は、現工程の手
順を表示させるための入力を操作受付部５０が受け付け
ることに起因する前記現工程の手順の開始時刻から、次
の工程の手順を表示させるための入力を操作受付部５０
が受け付けることに起因する現工程の手順の終了時刻ま
での第１の時間を測定する。比較判定部１３は、工程ご
とに定められた手順を表示する基準時間と第１の時間と
を比較する。表示制御部１１は、第１の時間が基準時間
よりも短い場合に、洗浄者に対して注意を促す情報を表
示部３１に表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄者による入力を受け付ける操作受付部と、
　内視鏡を手洗浄するための手順を工程ごとに表示部に表示するよう制御する表示制御部
と、
　現工程の手順を表示させるための入力を前記操作受付部が受け付けることに起因する前
記現工程の手順の開始時刻から、次の工程の手順を表示させるための入力を前記操作受付
部が受け付けることに起因する前記現工程の手順の終了時刻までの第１の時間を測定する
第１の測定部と、
　前記工程ごとに定められた前記手順を表示する基準時間と前記第１の時間とを比較する
比較部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記第１の時間が前記基準時間よりも短い場合に、前記洗浄者に対
して注意を促す情報を前記表示部に表示することを特徴とする内視鏡洗浄作業支援装置。
【請求項２】
　前記比較部は、前記第１の時間が前記基準時間よりも短い場合に、前記現工程の作業が
十分に実施されていないと判定することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄作業支
援装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記第１の時間が前記基準時間と所定の時間とを加算した時間を超
過した際に、前記現工程の次の工程の手順を表示させるための入力を前記操作受付部が受
け付けていない場合、前記洗浄者に対して注意を促す情報を前記表示部に表示することを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄作業支援装置。
【請求項４】
　前記第１の測定部は、前記手順の表示が終了してから経過した第２の時間を測定し、
　前記比較部は、所定の時間と前記第２の時間とを比較し、
　前記表示制御部は、前記第２の時間が前記所定の時間を超過した際に、前記現工程の次
の工程の手順を表示させるための入力を前記操作受付部が受け付けていない場合、前記洗
浄者に対して注意を促す情報を前記表示部に表示することを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡洗浄作業支援装置。
【請求項５】
　洗浄者の顔を撮像するための第１の検知部と、
　前記手順を表示している間に、前記洗浄者の顔の向きが前記表示部の方向を向いていな
い第３の時間を測定する第２の測定部と、をさらに備え、
　前記比較部は、所定の時間と前記第３の時間とを比較し、
　前記表示制御部は、前記第３の時間が前記所定の時間以上である場合に、前記洗浄者に
対して注意を促す情報を前記表示部に表示することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡
洗浄作業支援装置。
【請求項６】
　前記表示部から所定の範囲内における人の存在の有無を検知する第２の検知部と、
　前記手順を表示している間に、前記所定の範囲内に前記人が存在しない第４の時間を測
定する第３の測定部と、をさらに備え、
　前記比較部は、所定の時間と前記第４の時間とを比較し、
　前記表示制御部は、前記第４の時間が所定の時間以上である場合に、前記洗浄者に対し
て注意を促す情報を前記表示部に表示することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄
作業支援装置。
【請求項７】
　前記比較部は、内視鏡を手洗浄するための複数の工程内の特定の工程について、当該工
程を終了させるために必要な所定の時間と、前記第１の時間とを比較し、
　前記表示制御部は、前記操作受付部が当該工程の次の工程の手順を表示させるための入
力を受け付けた場合でも、前記第１の時間が前記所定の時間を超過するまで、前記次の工
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程の手順を表示しないよう制御することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄作業支
援装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、前記手順として静止画または動画を表示するよう制御することを特
徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄作業支援装置。
【請求項９】
　前記表示制御部は、前記内視鏡の種類に応じた手順を表示するよう制御することを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡洗浄作業支援装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記洗浄者の内視鏡の洗浄の熟練度に応じた手順を表示するよう制
御することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄作業支援装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記洗浄者が前記内視鏡を洗浄していない期間が長いほど、より詳
細な手順を表示するよう制御することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄作業支援
装置。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、前記操作受付部が前記手順の表示を一時停止させるための入力を受
け付けた際に、前記手順を所定の時間巻き戻す、または、前記手順を開始時点まで巻き戻
すよう制御することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄作業支援装置。
【請求項１３】
　操作受付部が、洗浄者による入力を受け付けるステップと、
　表示制御部が、内視鏡を手洗浄するための手順を工程ごとに表示部に表示するよう制御
するステップと、
　測定部が、現工程の手順を表示させるための入力を前記操作受付部が受け付けることに
起因する前記現工程の手順の開始時刻から、次の工程の手順を表示させるための入力を受
け付けることに起因する前記現工程の手順の終了時刻までの第１の時間を測定するステッ
プと、
　比較部が、前記工程ごとに定められた前記手順を表示する基準時間と前記第１の時間と
を比較するステップと、
　前記表示制御部が、前記第１の時間が前記基準時間よりも短い場合に、前記洗浄者に対
して注意を促す情報を前記表示部に表示するステップと、
　を有することを特徴とする内視鏡洗浄作業支援装置の作動方法。
【請求項１４】
　洗浄者による入力を受け付ける処理と、
　内視鏡を手洗浄するための手順を工程ごとに表示部に表示するよう制御する処理と、
　現工程の手順を表示させるための入力を受け付けることに起因する前記現工程の手順の
開始時刻から、次の工程の手順を表示させるための入力を受け付けることに起因する前記
現工程の手順の終了時刻までの第１の時間を測定する処理と、
　前記工程ごとに定められた前記手順を表示する基準時間と前記第１の時間とを比較する
処理と、
　前記第１の時間が前記基準時間よりも短い場合に、前記洗浄者に対して注意を促す情報
を前記表示部に表示する処理と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする内視鏡洗浄作業支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄作業者による内視鏡の手洗浄を支援するための内視鏡洗浄作業支援装置
、内視鏡洗浄作業支援装置の作動方法、及び内視鏡洗浄作業支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　医療施設では、検査で使用された内視鏡を次の検査で使用するために、検査が終了する
と、内視鏡を洗浄・消毒している。洗浄・消毒が十分でない場合、感染症を引き起こすお
それがある。これに対して、標準化された洗浄処理の作業手順を所定の端末装置の画面に
表示させることにより、洗浄者が作業手順を容易に確認できるシステムが提案されている
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－０００４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のように洗浄処理の作業手順を画面に表示しても、洗浄の品質が洗浄者によってば
らつくことがある。この傾向は、特に手洗浄において発生する。例えば、手洗浄における
特定の工程において、必要な時間をかけずに当該工程の作業を終わらせてしまう洗浄者も
いる。
【０００５】
　本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、内視鏡の手洗浄におけ
る洗浄品質を均一化させることを支援する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の内視鏡洗浄作業支援装置は、洗浄者に
よる入力を受け付ける操作受付部と、内視鏡を手洗浄するための手順を工程ごとに表示部
に表示するよう制御する表示制御部と、現工程の手順を表示させるための入力を前記操作
受付部が受け付けることに起因する前記現工程の手順の開始時刻から、次の工程の手順を
表示させるための入力を前記操作受付部が受け付けることに起因する前記現工程の手順の
終了時刻までの第１の時間を測定する第１の測定部と、前記工程ごとに定められた前記手
順を表示する基準時間と前記第１の時間とを比較する比較部と、を備える。前記表示制御
部は、前記第１の時間が前記基準時間よりも短い場合に、前記洗浄者に対して注意を促す
情報を前記表示部に表示する。
【０００７】
　本発明の別の態様は、内視鏡洗浄作業支援装置の作動方法である。この方法は、操作受
付部が、洗浄者による入力を受け付けるステップと、表示制御部が、内視鏡を手洗浄する
ための手順を工程ごとに表示部に表示するよう制御するステップと、測定部が、現工程の
手順を表示させるための入力を前記操作受付部が受け付けることに起因する前記現工程の
手順の開始時刻から、次の工程の手順を表示させるための入力を受け付けることに起因す
る前記現工程の手順の終了時刻までの第１の時間を測定するステップと、比較部が、前記
工程ごとに定められた前記手順を表示する基準時間と前記第１の時間とを比較するステッ
プと、前記表示制御部が、前記第１の時間が前記基準時間よりも短い場合に、前記洗浄者
に対して注意を促す情報を前記表示部に表示するステップと、を有する。
【０００８】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記
録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有
効である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、内視鏡の手洗浄における洗浄品質を均一化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る内視鏡洗浄作業支援装置の概略構成を示す図である。
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【図２】本発明の実施の形態に係る内視鏡洗浄作業支援装置の機能ブロックを示す図であ
る。
【図３】内視鏡の手洗浄の工程を分類した図である。
【図４】図４（ａ）、（ｂ）は、熟練度情報保持部に構築される熟練度テーブルと、熟練
度／コンテンツ紐付け情報保持部に構築される熟練度／コンテンツ紐付けテーブルの一例
を示す図である。
【図５】実施例１に係る洗浄作業支援処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】手洗浄工程（狭義）の第１工程のコンテンツの一例を示す図である。
【図７】作業時間が不十分なおそれがある場合に表示されるアラート画面の一例を示す図
である。
【図８】実施例３に係る洗浄作業支援処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】リークテスト工程の第１工程のコンテンツの一例を示す図である。
【図１０】実施例４に係る洗浄作業支援処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１１】実施例５の全体構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　医療施設では内視鏡検査が終了すると、検査で使用した内視鏡を洗浄・消毒する。検査
終了後の内視鏡のリプロセル工程は次のように進行していく。まず看護師または技師など
の洗浄を担当する医療従事者（以下、洗浄者という）は、検査室に置かれた使用済みの内
視鏡をガーゼや布で拭いて粘液、血液、汚物を十分に落とした後、内視鏡を洗浄室に運ぶ
。洗浄室には、洗浄台（シンク）、洗浄装置が設置されている。洗浄室において洗浄者は
、まず内視鏡を手洗浄する。次に手洗浄済みの内視鏡を洗浄装置に設置し、内視鏡を機械
洗浄する。最後に洗浄済みの内視鏡を保管庫にしまう。本実施の形態では、これらの工程
の内、手洗浄工程に焦点を当てる。
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る内視鏡洗浄作業支援装置１の概略構成を示す図であ
る。図１に示すように本実施の形態では、内視鏡洗浄作業支援装置１をタブレット端末装
置で構成する例を説明する。内視鏡洗浄作業支援装置１は、内視鏡を手洗浄するための洗
浄台（シンク）の近傍に設置される。具体的には内視鏡洗浄作業支援装置１は、洗浄者が
内視鏡を手洗浄する際に、タッチパネルディスプレイ３０が、洗浄者の視野に入る位置お
よび向きに設置される。
【００１３】
　内視鏡洗浄作業支援装置１はタグ読取装置２と接続される。内視鏡洗浄作業支援装置１
とタグ読取装置２間は例えば、Lightning（登録商標）ケーブルやＵＳＢケーブル等の有
線で接続されてもよいし、Bluetooth（登録商標）やWi-Fi（登録商標）等の無線で接続さ
れてもよい。図１では有線で接続する例を描いている。
【００１４】
　各内視鏡には、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identifier）等のタグが取り付けられてい
る。また各洗浄者は、ＲＦＩＤ等のタグが内蔵されたＩＤカードを保持している。洗浄者
は、内視鏡の洗浄を開始する前に、内視鏡のタグをタグ読取装置２にかざす。タグ読取装
置２は、かざされた内視鏡のタグから、当該内視鏡の型式を含む内視鏡情報を読み取り、
読み取った内視鏡情報を内視鏡洗浄作業支援装置１に送信する。
【００１５】
　また洗浄者は、内視鏡の洗浄を開始する前に、自己のＩＤカードをタグ読取装置２にか
ざす。タグ読取装置２は、かざされたＩＤカードのタグから、当該洗浄者の識別情報を含
む洗浄者情報を読み取り、読み取った洗浄者情報を内視鏡洗浄作業支援装置１に送信する
。
【００１６】
　内視鏡洗浄作業支援装置１によっては、本体にタグ読取機能が内蔵されている機種もあ
る。その場合、外付けのタグ読取装置２は不要であり、洗浄者は、内視鏡およびＩＤカー
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ドのタグを、内視鏡洗浄作業支援装置１の本体にかざす。
【００１７】
　一般的に、タブレット端末装置の操作はタッチパネルディスプレイを指で触って行う。
しかしながら内視鏡の手洗浄中は基本的に、洗浄者の手が塞がっている。手洗浄作業を一
時中断しても手が濡れている。そこでタッチパネルディスプレイ３０以外のユーザインタ
フェースを設置することが望ましい。図１では、タッチパネルディスプレイ３０以外の操
作入力装置３として、フットペダルを使用する例を描いている。
【００１８】
　フットペダルは、少なくとも１つのペダルを含み、各ペダルは特定の操作と関連付けら
れている。例えば、「進む」、「１つ戻る」、「ホームへ戻る」、「確定」といった操作
と、各ペダルが関連付けられている。洗浄者は、該当するペダルを踏むことにより所望の
操作を実行することができる。
【００１９】
　なお操作入力装置３として、フットペダルの代わりにヘッドセットを使用してもよい。
その場合、洗浄者は音声入力により所望の操作を実行することができる。なお、ヘッドセ
ットを使用する場合より入力精度は低下するが、内視鏡洗浄作業支援装置１の本体に内蔵
されたマイクを用いて音声入力を行ってもよい。
【００２０】
　内視鏡洗浄作業支援装置１と操作入力装置３間は例えば、Lightning（登録商標）ケー
ブルやＵＳＢケーブル等の有線で接続されてもよいし、Bluetooth（登録商標）やWi-Fi（
登録商標）等の無線で接続されてもよい。図１ではフットペダルを無線で接続する例を描
いている。
【００２１】
　図２は、本発明の実施の形態に係る内視鏡洗浄作業支援装置１の機能ブロックを示す図
である。内視鏡洗浄作業支援装置１は、制御部１０、記憶部２０、表示部３１、操作部３
２、撮像部４０、操作受付部５０及び受信部６０を備える。
【００２２】
　表示部３１は、液晶ディスプレイ又は有機ＥＬディスプレイを含み、制御部１０から供
給される画像信号を画面に表示する。操作部３２は、タッチパネル及び／又は物理ボダン
を含み、ユーザによる物理的な操作を電気的な操作信号に変換して操作受付部５０に出力
する。操作受付部５０は、操作部３２又は操作入力装置３から入力される操作信号を受け
付けるＩ／Ｏインタフェースであり、受け付けた操作信号を制御部１０に出力する。
【００２３】
　受信部６０は、短距離無線通信（例えば、Bluetooth（登録商標）、Wi-Fi（登録商標）
、赤外線通信）の受信部である。図２では、タグ読取装置２の送信部２ｂから送信される
無線信号を受信する。タグ読取装置２は、読取部２ａ及び送信部２ｂを含む。読取部２ａ
は、洗浄者によりかざされたタグから内視鏡情報／洗浄者情報を読み取る。送信部２ｂは
、読取部２ａにより読み取られた内視鏡情報／洗浄者情報を短距離無線通信を利用して、
受信部６０に送信する。受信部６０は、受信した内視鏡情報／洗浄者情報を制御部１０に
出力する。
【００２４】
　撮像部４０は、内視鏡洗浄作業支援装置１の筐体の前面（タッチパネルディスプレイ３
０が設置される面）に設置される撮像部である。撮像部４０は基本的に、内視鏡洗浄作業
支援装置１のユーザを撮像するための撮像部である。撮像部４０は、固体撮像素子（例え
ばＣＣＤイメージセンサ、ＣＭＯＳイメージセンサ）及び信号処理回路を備える。当該固
体撮像素子は、入射光を電気信号に変換する。当該信号処理回路は、当該固体撮像素子に
より光電変換されて生成された画像信号に対して、Ａ／Ｄ変換、ノイズ除去などの信号処
理を施して制御部１０に出力する。
【００２５】
　記憶部２０は、洗浄マニュアルコンテンツ保持部２１、手洗浄履歴保持部２２、熟練度
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情報保持部２３、熟練度／コンテンツ紐付け情報保持部２４を含む。記憶部２０は、不揮
発性のメモリ（例えば、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ）により構成される。
【００２６】
　洗浄マニュアルコンテンツ保持部２１は、内視鏡の型式ごとに洗浄マニュアルコンテン
ツを保持する。洗浄マニュアルコンテンツは、洗浄者による内視鏡の手洗浄の手順を、工
程ごとに静止画／動画で示したコンテンツである。手洗浄の全ての工程が静止画で示され
てもよいし、動画で示されてよい。また複雑な手順を含む工程のみ動画で示され、それ以
外の工程は静止画で示されてもよい。また各工程において、静止画／動画に加えて、音声
ガイダンスが付加されてもよい。
【００２７】
　図３は、内視鏡の手洗浄の工程を分類した図である。内視鏡の手洗浄（広義）は大工程
として、リークテスト工程と手洗浄工程（狭義）の２つの工程に分類される。リークテス
ト工程は、内視鏡に孔が空いているか否かを確認する検査工程である。手洗浄工程（狭義
）は、内視鏡を洗浄者の手で実際に洗浄する工程である。
【００２８】
　リークテスト工程と手洗浄工程（狭義）はそれぞれ小工程として、複数の工程を含む。
リークテスト工程と手洗浄工程（狭義）に含まれる各小工程の数は、内視鏡の種別に応じ
て異なる。基本的に高機能な内視鏡ほど工程数が多くなる。手洗浄工程（狭義）には、内
視鏡から付属部品（例えば、送気・送水ボタン、吸引ボタン、鉗子栓など）を外して付属
部品を洗浄する工程や、チャンネル内をブラシで洗浄する工程を含む。このように手洗浄
工程（狭義）の工程数は、付属部品の数やチャンネルの形状によって変わってくる。
【００２９】
　洗浄マニュアルコンテンツは、同じ型式の内視鏡について、洗浄者の熟練度に応じて複
数種類、用意されてもよい。具体的には、熟練度が低いほど、より詳細で丁寧なコンテン
ツを用意する。例えば、初心者用の洗浄マニュアルコンテンツでは、一連の手順がより細
かな工程に分類され、各工程が動画および音声で丁寧に説明される。反対に例えば、上級
者用の洗浄マニュアルコンテンツでは、一連の手順が、より大きな単位の工程に分類され
、各工程が静止画のみで示される。
【００３０】
　図４（ａ）、（ｂ）は、熟練度情報保持部２３に構築される熟練度テーブル２３ａと、
熟練度／コンテンツ紐付け情報保持部２４に構築される熟練度／コンテンツ紐付けテーブ
ル２４ａの一例を示す図である。図４（ａ）に示す熟練度テーブル２３ａは、洗浄者の熟
練度を、内視鏡の型式ごとに規定しているテーブルである。各洗浄者の熟練度は例えば、
型式ごとの累積洗浄時間により決定されてもよいし、監督責任者による認定にもとづき決
定されてもよい。
【００３１】
　図４（ｂ）に示す熟練度／コンテンツ紐付けテーブル２４ａは、内視鏡の型式ごとに熟
練度と、使用するコンテンツの関係を規定したテーブルである。なお、熟練度／コンテン
ツ紐付けテーブル２４ａは、型式ごとに複数種類のコンテンツが用意されていない場合は
不要である。
【００３２】
　図２に戻る。手洗浄履歴保持部２２は、各手洗浄の洗浄履歴を保持する。洗浄履歴には
、内視鏡の識別情報、内視鏡の型式、洗浄者の識別情報、手洗浄工程（広義）の開始時刻
、終了時刻が少なくとも含まれる。さらに、小工程ごとの作業時間が含まれてもよい。
【００３３】
　制御部１０は、表示制御部１１、測定部１２、比較判定部１３を含む。制御部１０は、
ハードウェア資源とソフトウェア資源の協働、又はハードウェア資源のみにより実現でき
る。ハードウェア資源としてプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、その他のＬＳＩを利用できる
。プロセッサとしてＣＰＵ、ＧＰＵ等を利用できる。ソフトウェア資源としてオペレーテ
ィングシステム、アプリケーション等のプログラムを利用できる。
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【００３４】
　表示制御部１１は、内視鏡を手洗浄するための手順を示す静止画／動画コンテンツを、
工程ごとに表示部３１に表示するよう制御する。洗浄者は、表示部３１に表示された静止
画／動画コンテンツを見ながら各工程の作業を進める。洗浄者は、１つの工程の作業が終
了すると、操作入力装置３又はタッチパネルディスプレイ３０に工程の更新指示を入力す
る。
【００３５】
　測定部１２は各工程において、当該工程の手順を示すコンテンツを表示している時間を
測定することにより、各工程の作業時間を測定する。具体的には測定部１２は、現工程の
手順を表示させるための入力を操作受付部５０が受け付けることに起因する当該現工程の
手順の開始時刻から、当該現工程の手順の終了時刻までの時間を測定する。当該現工程の
手順の終了時刻は、操作受付部５０が、画面表示を次の工程の手順を示すコンテンツに切
り替えるための洗浄者による更新指示入力を受け付けることに起因して決定される。具体
的には、現工程の手順の開始時刻として、操作受付部５０が更新指示入力を受け付けた時
刻を使用してもよいし、操作受付部５０が更新指示入力を受け付けた後、当該現工程の手
順を示すコンテンツの表示を開始させた時刻を使用してもよい。また、現工程の手順の終
了時刻として、操作受付部５０が更新指示入力を受け付けた時刻を使用してもよいし、操
作受付部５０が更新指示入力を受け付けた後、当該現工程の手順を示すコンテンツの表示
を終了させた時刻を使用してもよい。
【００３６】
　比較判定部１３は、工程ごとに定められた手順を表示する基準時間と、測定部１２によ
り測定された測定時間とを比較する。比較判定部１３は、当該工程の測定時間が当該工程
の基準時間より短い場合、当該工程の作業が十分に実施されていないと判定する。各工程
の基準時間は、内視鏡メーカが設定してもよいし、内視鏡を使用する医療機関が設定して
もよい。また各工程の基準時間は、洗浄者の熟練度に応じて異なる複数種類が設定されて
もよい。また各工程の基準時間は、ガイドラインの変更や実情に応じて適宜、設定変更可
能である。
【００３７】
　当該工程の測定時間が当該工程の基準時間より短い場合、表示制御部１１は、洗浄者に
対して注意を促すアラート情報を表示部３１に表示する。当該表示とともにスピーカ（不
図示）から、当該アラート情報を音声出力してもよい。
【００３８】
（実施例１）
　図５は、実施例１に係る洗浄作業支援処理の流れを示すフローチャートである。内視鏡
洗浄作業支援装置１の制御部１０は、手洗浄マニュアルアプリケーションを起動し（Ｓ１
０）、手洗浄マニュアルアプリケーションの初期画面を表示部３１に表示させる（Ｓ１１
）。制御部１０は、タグ読取装置２で読み取った内視鏡情報に含まれる内視鏡の型式を取
得する（Ｓ１２）。制御部１０は、取得した内視鏡の型式に応じた洗浄マニュアルコンテ
ンツを洗浄マニュアルコンテンツ保持部２１から読み出す（Ｓ１３）。制御部１０は、読
み出した洗浄マニュアルコンテンツの全工程数をパラメータＳに設定し、パラメータｉに
１を初期値として設定する（Ｓ１４）。
【００３９】
　なお熟練度に応じて異なる洗浄マニュアルコンテンツが用意されている場合、以下の処
理を追加で実行する。制御部１０は、タグ読取装置２で読み取った洗浄者情報に含まれる
洗浄者ＩＤを取得する。制御部１０は、取得した洗浄者ＩＤをもとに熟練度テーブル２３
ａを参照して当該洗浄者の熟練度を取得する。制御部１０は、熟練度／コンテンツ紐付け
テーブル２４ａを参照して、当該内視鏡の型式および当該洗浄者の熟練度に応じた洗浄マ
ニュアルコンテンツを読み出す。
【００４０】
　表示制御部１１は、読み出された洗浄マニュアルコンテンツの工程ｉのコンテンツを表
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示部３１の画面に表示させる（Ｓ１５）。測定部１２は、工程ｉのコンテンツの表示時間
の測定を開始する（Ｓ１６）。洗浄者により工程ｉのコンテンツの更新指示が入力される
と（Ｓ１７のＹ）、表示制御部１１は工程ｉのコンテンツの表示を終了させ、測定部１２
は工程ｉのコンテンツの表示時間の測定を終了する（Ｓ１８）。
【００４１】
　比較判定部１３は、工程ｉの基準時間と測定時間を比較する（Ｓ１９）。測定時間が工
程ｉの基準時間より短い場合（Ｓ１９のＮ）、比較判定部１３は工程ｉの作業が不十分な
おそれがあると判定する（Ｓ１１０）。表示制御部１１は、工程ｉの作業が十分に実施さ
れていない旨を表示部３１の画面に表示させる（Ｓ１１１）。ステップＳ１５に遷移し、
工程ｉのコンテンツを始めから表示する（Ｓ１５）。
【００４２】
　測定時間が工程ｉの基準時間以上の場合（Ｓ１９のＹ）、パラメータｉがインクリメン
トされる（Ｓ１１２）。パラメータｉの値がパラメータＳの値以下の間（Ｓ１１３のＮ）
、ステップＳ１５に遷移し、次の工程ｉのコンテンツを表示する（Ｓ１５）。パラメータ
ｉの値がパラメータＳの値を超えると（Ｓ１１３のＹ）、手洗浄工程（広義）の全工程の
作業が終了となる。全工程の作業が終了すると、制御部１０は、各工程の作業時間を含む
洗浄履歴情報を手洗浄履歴保持部２２に記録する。
【００４３】
　上記ステップＳ１９における測定時間と基準時間との比較は、小工程ごとに実施しても
よいし、大工程ごとに実施してもよい。例えば、熟練度が所定レベルより低い場合は、小
工程ごとに実施し、熟練度が所定レベル以上の場合は大工程ごとに実施してもよい。
【００４４】
　図６は、手洗浄工程（狭義）の第１工程のコンテンツの一例を示す図である。図６に示
す内視鏡型式Ａの手洗浄工程（狭義）は８つの小工程で構成される。図６では第１工程で
ある、内視鏡を洗浄液に浸漬させて、内視鏡の外側をスポンジやガーゼで拭く工程のコン
テンツを示している。
【００４５】
　図７は、作業時間が不十分なおそれがある場合に表示されるアラート画面の一例を示す
図である。図７は、図６に示した手洗浄工程（狭義）の第１工程のコンテンツの表示中に
、第１工程の基準時間を経過する前に、洗浄者が「進む」のフットペダルを踏んだ際に、
表示される画面を示している。この画面を見ることにより洗浄者は、第１工程の作業が不
十分なおそれがあることを認識する。アラート画面の表示から所定期間が経過すると、又
は洗浄者が「１つ戻る」のフットペダルを踏むと、第１工程のコンテンツが始めから表示
され、第１工程の測定時間がリセットされ、測定時間のカウントが再び開始される。
【００４６】
　以上説明したように実施例１によれば、内視鏡の手洗浄工程（広義）において、工程ご
とに定められた手順を表示する基準時間よりも、測定部１２が測定した時間が短い場合に
、表示制御部１１はアラート情報を画面に表示させる。これにより、必要な時間をかけて
洗浄するよう洗浄者に促すことができる。洗浄者は当該画面を見ることにより、現工程の
作業が不十分なおそれがあることを認識することができ、現工程の作業を再度実施するこ
とができる。また各工程における作業が十分であるか否かを時間により判定するため、洗
浄者による洗浄品質のばらつきを抑えることができる。
【００４７】
（実施例２）
　実施例２では、別のスタッフのフォロー等の割り込み作業が発生し、洗浄作業が一時中
断する場合を考える。洗浄者は洗浄作業を一時中断する場合、操作入力装置３または操作
部３２に一時停止指示を入力する。操作受付部５０が一時停止指示入力を受け付けた際、
表示制御部１１は、現工程の手順を表示しているコンテンツを所定の時間、巻き戻した状
態で一時停止させ、測定部１２は、現工程の作業時間のカウントを所定の時間、戻す。例
えば、所定の時間が５秒に設定されている場合において、現工程の作業開始から２０秒経
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過した時点で一時停止入力がなされた場合、表示制御部１１はコンテンツの表示を１５秒
経過時点に戻し、測定部１２は作業時間のカウントを２０秒から１５秒に変更する。この
ように一時停止入力がなされた際、コンテンツの表示と作業時間のカウントを所定の時間
、戻すことにより、実際に洗浄者の作業が止まってから、作業者による一時停止入力まで
のタイムラグを補償することができる。
【００４８】
　また操作受付部５０が一時停止指示入力を受け付けた際、表示制御部１１は、現工程の
手順を表示しているコンテンツを、現工程の開始時点に巻き戻した状態で一時停止させ、
測定部１２は、現工程の作業時間のカウントをゼロにリセットしてもよい。例えば、手洗
浄工程（狭義）の第３工程のコンテンツの表示中に一時停止入力がなされると、表示制御
部１１はコンテンツの表示を第３工程の最初（０秒経過時点）に戻し、測定部１２は第３
工程の作業時間のカウントを０秒に変更する。
【００４９】
　このように一時停止入力がなされた際、コンテンツの表示と作業時間のカウントを現工
程の初期値に戻すことにより、洗浄者が作業を再開する際、現工程の最初から作業をやり
直すことができる。例えば、洗浄者が長期間、洗浄作業から離脱した場合、現工程におけ
る作業の進捗状況を忘れている場合が多い。その場合、現工程の最初から作業をやり直し
た方が、現工程の作業が不十分になるリスクを低下させることができる。
【００５０】
　以上の例は、洗浄者が洗浄作業を中断した際、洗浄者が一時停止入力をした場合の例で
ある。以下、洗浄者が洗浄作業を中断した際、洗浄者が一時停止入力をしなかった場合の
例を説明する。洗浄作業が中断したにも関わらず、洗浄者が一時停止入力をしなかった場
合、制御部１０は以下の方法で、洗浄作業が中断したことを認識する。
【００５１】
　制御部１０は、現工程の基準時間経過後またはコンテンツの動画再生終了後、一定期間
（例えば、３０秒）、操作受付部５０が次の工程に進むための更新指示入力を受け付けて
いない場合、現工程が実施されなかったものと判断する。
【００５２】
　具体的には測定部１２は、測定時間が現工程の基準時間に到達した後も測定時間のカウ
ントを継続する。比較判定部１３は、測定部１２により測定された測定時間と、現工程の
基準時間またはコンテンツの再生時間に上記一定時間を加算したトータル時間とを比較す
る。表示制御部１１は、測定時間がトータル時間を超過するまでに、操作受付部５０が上
記更新指示入力を受け付けていない場合、洗浄者に現工程のやり直しを促す情報を画面に
表示させる。
【００５３】
　または、測定部１２は、測定時間が現工程の基準時間に到達した後、新たに超過時間の
カウントを開始する。比較判定部１３は、測定部１２により測定された超過時間と、上記
一定時間とを比較する。表示制御部１１は、超過時間が一定時間を超過するまでに、操作
受付部５０が上記更新指示入力を受け付けていない場合、洗浄者に現工程のやり直しを促
す情報を画面に表示させる。なお表示制御部１１は単純に、「更新操作が入力されていま
せん。」といったメッセージを画面に表示させるだけでもよい。
【００５４】
　表示制御部１１は例えば、現工程をやり直すか否かを選択させるための確認メッセージ
を画面に表示させる。洗浄者が操作入力装置３または操作部３２にやり直しを選択する入
力を行い、操作受付部５０が当該入力を受け付けると、表示制御部１１は現工程の手順を
表示しているコンテンツを、現工程の開始時点に巻き戻し、測定部１２は現工程の作業時
間（測定時間）のカウントをゼロにリセットする。洗浄者が操作入力装置３または操作部
３２にやり直しを選択する入力を行わなかった場合、表示制御部１１は現工程のコンテン
ツの表示を継続し、測定部１２は現工程の作業時間（測定時間）のカウントを継続する。
【００５５】
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　洗浄作業が中断したにも関わらず、洗浄者が一時停止入力をしなかった場合、制御部１
０は、撮像部４０で撮像された画像をもとに洗浄作業が中断したか否かを判定してもよい
。この例では、内視鏡洗浄作業支援装置１の設置位置が固定されている必要がある。例え
ば、洗浄台を挟んで、洗浄者と対向する位置に設置される。
【００５６】
　撮像部４０は事前に、内視鏡を洗浄中の洗浄者の顔を１人につき複数枚、撮像する。制
御部１０内の画像認識部（不図示）は、撮像された複数枚の画像をもとに各洗浄者の顔識
別器を生成する。内視鏡洗浄作業支援装置１が洗浄者と対向する位置に設置されている場
合、正面顔の識別器が生成される。内視鏡洗浄作業支援装置１が洗浄台の側方に設置され
ている場合、横顔の識別器が生成される。なお、特定の洗浄者の顔識別器ではなく、一般
顔の顔識別器を用いてもよい。この場合、どの洗浄者が洗浄しているかは識別できない。
【００５７】
　撮像部４０は、表示制御部１１によるコンテンツの表示中、撮像を継続する。画像認識
部は、撮像部４０により撮像された画像内から、上記顔識別器を用いて洗浄者の顔を検出
する。制御部１０は、洗浄者の顔が一定期間（例えば、３０秒）、表示部３１の方を向い
ていない場合、洗浄作業が中断したと判定する。
【００５８】
　具体的には測定部１２は、表示制御部１１によるコンテンツの表示中に、撮像された画
像をもとに、洗浄者の顔が表示部３１の方を向いていない非検出時間を測定する。より具
体的には測定部１２は、撮像された画像内において、上記顔識別器で顔を検出できなくな
ったときから、上記顔識別器で顔を検出できるようになったときまでの時間を測定する。
比較判定部１３は、測定部１２により測定された非検出時間と、上記一定時間とを比較す
る。表示制御部１１は、非検出時間が一定時間以上になると、洗浄者に現工程のやり直し
を促す情報を画面に表示させる。
【００５９】
　表示制御部１１は例えば、現工程をやり直すか否かを選択させるための確認メッセージ
を画面に表示させる。洗浄者が操作入力装置３または操作部３２にやり直しを選択する入
力を行い、操作受付部５０が当該入力を受け付けると、表示制御部１１は現工程の手順を
表示しているコンテンツを、洗浄者の顔が表示部３１の方を向いていないことを検出した
時点まで巻き戻し、測定部１２は現工程の作業時間のカウントを、洗浄者の顔が表示部３
１の方を向いていないことを検出した時点まで戻す。洗浄者が操作入力装置３または操作
部３２にやり直しを選択する入力を行わなかった場合、表示制御部１１は現工程のコンテ
ンツの表示を継続し、測定部１２は現工程の作業時間のカウントを継続する。
【００６０】
　撮像部４０の代わりに人感センサを用いて、洗浄作業が中断したか否かを判定してもよ
い。この例では、内視鏡洗浄作業支援装置１が人感センサを備えている必要がある（不図
示）。人感センサは、表示部３１から所定の範囲内における人の存在の有無を検知して、
制御部１０に出力する。制御部１０は、一定期間（例えば、３０秒）、表示部３１から所
定の範囲内に人が存在しない場合、洗浄作業が中断したと判定する。
【００６１】
　具体的には測定部１２は、表示制御部１１によるコンテンツの表示中に、表示部３１か
ら所定の範囲内に人が存在しない非検出時間を測定する。より具体的には測定部１２は、
人感センサの検出結果をもとに、表示部３１から所定の範囲内に人が存在しなくなったと
きから、人が存在するようになったときまでの時間を測定する。比較判定部１３は、測定
部１２により測定された非検出時間と、上記一定時間とを比較する。表示制御部１１は、
非検出時間が一定時間以上になると、洗浄者に現工程のやり直しを促す情報を画面に表示
させる。
【００６２】
　表示制御部１１は例えば、現工程をやり直すか否かを選択させるための確認メッセージ
を画面に表示させる。洗浄者が操作入力装置３または操作部３２にやり直しを選択する入
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力を行い、操作受付部５０が当該入力を受け付けると、表示制御部１１は現工程の手順を
表示しているコンテンツを、所定の範囲内に人が存在しなくなったことを検出した時点ま
で巻き戻し、測定部１２は現工程の作業時間のカウントを、所定の範囲内に人が存在しな
くなったことを検出した時点まで戻す。洗浄者が操作入力装置３または操作部３２にやり
直しを選択する入力を行わなかった場合、表示制御部１１は現工程のコンテンツの表示を
継続し、測定部１２は現工程の作業時間のカウントを継続する。
【００６３】
　以上説明したように実施例２によれば、別のスタッフのフォロー等の割り込み作業が発
生し、洗浄作業が一時中断した場合でも、中断した工程の最初または中断した位置から、
コンテンツの再生を再開することにより、洗浄者はガイド表示に従って正確に手洗浄工程
（広義）を実施することができる。また中断した工程の最初または中断した位置から、作
業時間のカウントを再開することにより、各工程の正確な作業時間を記録することができ
る。
【００６４】
（実施例３）
　実施例３では、表示制御部１１によるコンテンツの表示を開始してから、当該工程を終
了させるために必要な所定の時間が経過するまで、洗浄者による更新指示入力を受け付け
ない工程を設ける。比較判定部１３は、手洗浄工程（広義）に含まれる特定の工程につい
て、当該工程を終了させるために必要な所定の時間と、測定部１２により測定された測定
時間とを比較する。表示制御部１１は、操作受付部５０が当該工程の次の工程の手順を表
示させるための入力を受け付けた場合でも、測定時間が上記所定の時間を超過するまで、
次の工程のコンテンツを表示しないように制御する。
【００６５】
　上記特定の工程には、重要性の高いクリティカルな工程が指定される。例えば、リーク
テスト工程が、上記特定の工程に指定される。内視鏡に孔が空いているか否かを検査する
リークテスト工程では、内視鏡を３０秒間水中に浸漬し、内視鏡から連続的に気泡が発生
するか否かを確認する。表示制御部１１がリークテスト工程のコンテンツの表示を開始す
ると、表示制御部１１は３０秒のカウントダウンを開始する。制御部１０は、当該カウン
トダウンが終了するまで、洗浄者による更新指示入力を無効とする。
【００６６】
　図８は、実施例３に係る洗浄作業支援処理の流れを示すフローチャートである。図８に
示す実施例３に係るフローチャートは、図５に示した実施例１に係るフローチャートに、
ステップＳ２１－Ｓ２４の処理が追加されたものである。以下、追加された処理について
説明し、図５と重複する処理の説明は適宜省略する。制御部１０は、洗浄マニュアルコン
テンツ保持部２１から洗浄マニュアルコンテンツを読み出し（Ｓ１３）、読み出した洗浄
マニュアルコンテンツの全工程数をパラメータＳに設定し、パラメータｉに１を初期値と
して設定する（Ｓ１４）。
【００６７】
　制御部１０は、工程ｉが重要な工程であるか否か判定する。工程ｉが重要な工程でない
場合（Ｓ２０のＮ）、図５に示したステップＳ１５以降の処理と同じ処理が実行される。
工程ｉが重要な工程である場合（Ｓ２０のＹ）、表示制御部１１は、工程ｉのコンテンツ
と、工程ｉの指定されたカウントダウンを表示部３１の画面に表示させる（Ｓ２５）。当
該表示の開始とともに、制御部１０は、洗浄者による更新指示入力の受付を禁止する。
【００６８】
　測定部１２は、工程ｉのコンテンツの表示時間の測定を開始する（Ｓ２２）。比較判定
部１３は、当該カウントダウンが終了したか否か判定する（Ｓ２３）。カウントダウンが
終了すると（Ｓ２３のＹ）、制御部１０は、洗浄者による更新指示入力の受付禁止を解除
する（Ｓ２４）。ステップＳ１７に遷移し、洗浄者による工程ｉのコンテンツの更新指示
入力を待つ。その他の処理は、図５に示したフローチャートの処理と同じである。
【００６９】
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　図９は、リークテスト工程の第１工程のコンテンツの一例を示す図である。図９に示す
内視鏡型式Ｂのリークテスト工程は２つの小工程で構成される。図９ではリークテスト工
程の第１工程である、内視鏡を水中に浸漬させて、気泡が発生するか否かを観察する工程
のコンテンツを示している。この画面には、工程の作業内容を示すオブジェクトに加えて
、指定値（例えば、３０秒）から０秒にカウントダウンするオブジェクトが重畳的に表示
される。時間のオブジェクトが０秒になるまで、洗浄者による更新指示入力は受け付けら
れない。
【００７０】
　以上説明したように実施例３によれば、重要な工程について、コンテンツの表示を開始
してから指定時間、洗浄者による更新指示入力を禁止することにより、重要な工程につい
て洗浄者に、より確実な作業を促すことができる。
【００７１】
（実施例４）
　実施例４では、洗浄者が内視鏡を洗浄していない期間が長いほど、より詳細な手順を表
示する洗浄マニュアルコンテンツを選択する。表示制御部１１は当該マニュアルコンテン
ツを画面に表示させるよう制御する。例えば、洗浄者が対象の型式の内視鏡を基準期間よ
りも長い期間洗浄していない場合、当該洗浄者の当該型式の熟練度よりも低い熟練度の洗
浄マニュアルコンテンツを表示する。
【００７２】
　図１０は、実施例４に係る洗浄作業支援処理の流れの一例を示すフローチャートである
。内視鏡洗浄作業支援装置１の制御部１０は、手洗浄マニュアルアプリケーションを起動
し（Ｓ３０）、手洗浄マニュアルアプリケーションの初期画面を表示部３１に表示させる
（Ｓ３１）。制御部１０は、タグ読取装置２で読み取った洗浄者情報に含まれる洗浄者の
識別情報を取得する（Ｓ３２）。制御部１０は、タグ読取装置２で読み取った内視鏡情報
に含まれる内視鏡の型式を取得する（Ｓ３３）。
【００７３】
　制御部１０は、取得した洗浄者の識別情報と内視鏡の型式をもとに手洗浄履歴保持部２
２を参照して、当該洗浄者が当該型式の内視鏡を最後に洗浄した日時を読み出す（Ｓ３４
）。制御部１０は、読み出した日時から基準期間（例えば、半年）が経過しているか否か
を判定する（Ｓ３５）。基準期間が経過していない場合（Ｓ３５のＮ）、制御部１０は、
当該内視鏡の型式および当該洗浄者の熟練度に応じた洗浄マニュアルコンテンツを読み出
す（Ｓ３６）。以下、図５のステップＳ１５以降の処理を実行する。
【００７４】
　基準期間が経過している場合（Ｓ３５のＹ）、制御部１０は、当該内視鏡の型式に対応
する初心者レベルの洗浄マニュアルコンテンツを読み出す（Ｓ３７）。以下、図５のステ
ップＳ１５以降の処理を実行する。
【００７５】
　以上説明したように実施例４によれば、最後に洗浄してから長期間経過している型式の
内視鏡を洗浄する場合、より詳細な手順が示されているコンテンツを表示させる。これに
より、記憶が曖昧になっていることにより、洗浄作業中にミスが発生することを防止する
ことができる。
【００７６】
（実施例５）
　図１１は、実施例５の全体構成を示すブロック図である。実施例５では、洗浄者の監督
責任者が、洗浄室に設置されたタブレット端末装置１ａと同様のタブレット端末装置１ｂ
を保持する。監督責任者は通常、ナースステーションにいる。各タブレット端末装置１ａ
、１ｂは、クラウドデータセンタに設置されたサーバ５に無線によりアクセスすることが
できる。この構成では、内視鏡の洗浄履歴情報をサーバ５の記録装置に記録することがで
きる。なおサーバ５は、医療施設内に設置されているサーバであってもよい。
【００７７】
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　洗浄室に設置されたタブレット端末装置１ａは、ある工程の作業時間が不十分であると
判定した場合、自己の表示部３１にアラート情報を表示させるとともに、アラート情報を
サーバ５に送信する。サーバ５は、洗浄室に設置されたタブレット端末装置１ａからアラ
ート情報を受信すると、監督責任者が保持するタブレット端末装置ｂに当該アラート情報
を転送する。当該アラート情報には、洗浄者の名前を含める。
【００７８】
　監督責任者が保持するタブレット端末装置１ｂは、当該アラート情報を受信すると、自
己の表示部３１に洗浄者の名前を含むアラート情報を表示する。表示部３１の画面を見た
監督責任者は、表示内容をもとに該当する洗浄者を特定し、即時に指導を行うことができ
る。
【００７９】
　実施例５によれば、手洗浄において洗浄者が不十分な作業を行った場合、監督責任者か
ら即座に指導を受けることができる。これにより、洗浄者の技量が向上するとともに、不
十分な洗浄作業が見過ごされるリスクを低減することができる。実施例５は、複数の洗浄
台が設置された大規模な医療施設において特に有効である。
【００８０】
　以上、本発明を複数の実施例をもとに説明した。これらの実施例は例示であり、それら
の各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした
変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００８１】
　上記の実施の形態では、内視鏡洗浄作業支援装置１としてタブレット端末装置を使用す
る例を説明した。この点、タブレット端末装置の代わりに、スマートフォン端末、ファブ
レット端末、ウェアラブル端末、ノート型ＰＣ、デスクトップＰＣを使用してもよい。デ
スクトップＰＣを使用する場合、洗浄台の近傍には表示部３１、操作入力装置３、タグ読
取装置２が設置され、本体は離れた場所に設置されてもよい。
【符号の説明】
【００８２】
　１　内視鏡洗浄作業支援装置、　２　タグ読取装置、　２ａ　読取部、　２ｂ　送信部
、　３　操作入力装置、　５　サーバ、　１０　制御部、　１１　表示制御部、　１２　
測定部、　１３　比較判定部、　２０　記憶部、　２１　洗浄マニュアルコンテンツ保持
部、　２２　手洗浄履歴保持部、　２３　熟練度情報保持部、　２４　熟練度／コンテン
ツ紐付け情報保持部、　３０　タッチパネルディスプレイ、　３１　表示部、　３２　操
作部、　４０　撮像部、　５０　操作受付部、　６０　受信部。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明は、洗浄作業者による内視鏡の手洗浄を支援する分野に利用できる。
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在内窥镜清洁作业辅助装置1中，操作接受部50接受清洁员的输入。 显
示控制单元11进行控制以针对每个处理在显示单元31上显示用于洗手内
窥镜的过程。 测量单元12从操作接收单元50接收用于显示当前处理的过
程的输入引起的当前处理的过程的开始时刻开始接收用于显示下一处理
的过程的操作输入。 由于单元50的接受，测量到当前处理的过程的结束
时间为止的第一时间。 比较确定单元13将用于显示针对每个处理确定的
过程的基准时间与第一时间进行比较。 当第一时间短于基准时间时，显
示控制单元11使显示单元31显示唤起对洗涤者的注意的信息。
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